
福 島 県
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農業制度金融のごあんない

○農地等の取得・借入・造成

○農産物の直売施設等

 新規参入・
  新規部門導入
   のための資金

○家畜の購入

 農家経営安定資金（P6）
 （公庫）スーパーＬ資金（P7）
 （公庫）経営体育成強化資金（P7）

 『こんなときはこんな資金を』

 農家経営安定資金（P6）
 （公庫）農林漁業セーフティネット
 　　　　資金（P7）
 （公庫）農林漁業施設資金（P8）
 （公庫）農業基盤整備資金（P8）

（資金によって使途、貸付対象者、貸付利率及び貸付限度額等が異なっていますので、

○災害対策資金

 農家経営安定資金（P6）
 農業経営負担軽減支援資金（P6）
 （公庫）スーパーＬ資金（P7）
 （公庫）経営体育成強化資金（P7）

○負債の整理・経営の維持

 農業改良資金（P4）
 農業近代化資金（P5）
 （公庫）スーパーＬ資金（P7）

  災害対策
      のための
         資  金

 農地を借りて規模
   拡大するための
           資  金

次ページ以降にてご確認ください。）

 農業改良資金（P4）
 農業近代化資金（P5）
 （公庫）スーパーＬ資金（P7）
 （公庫）経営体育成強化資金（P7）
 （公庫）農業基盤整備資金（P8）

 負債整理・
    経営維持
     のための資金

 農業改良資金（P4）
 農業近代化資金（P5）
 （公庫）スーパーＬ資金（P7）
 （公庫）経営体育成強化資金（P7）

○作物の植栽

平成24年1月

 種苗・肥料の
       購入等の
         運転資金

○施設・機械等の取得

 農地等を改良・
   造成するための
           資  金

 農業改良資金（P4）
 農業近代化資金（P5）
 （公庫）スーパーＬ資金（P7）
 （公庫）経営体育成強化資金（P7）

 農業改良資金（P4）
 農業近代化資金（P5）
 （公庫）スーパーＬ資金（P7）
 （公庫）経営体育成強化資金（P7）

  果樹・花きの
   植栽のための
         資  金

○種苗・肥料等の運転資金

農地等の取得資金

 農舎・ハウス等

   の整備

     又は農機具

       の購入資金

 農産物直売施設

   等の設置資金

  家畜購入
      のための
         資  金

集落営農推進応援歌
「未来のために」
ＣＤジャケットより
イラスト　阿部和弘

 農業改良資金（P4）
 農業近代化資金（P5）
 農家経営安定資金（P6）
 （公庫）スーパーＬ資金（P7）
 （公庫）経営体育成強化資金（P7）
 （公庫）農林漁業施設資金（P8）

 農業改良資金（P4）
 農業近代化資金（P5）
 農家経営安定資金（P6）
 スーパーS資金（P6）
 （公庫）スーパーＬ資金（P7）
 （公庫）経営体育成強化資金（P7）

○新規参入・新規部門導入

 農業改良資金（P4）
 就農支援資金（P4）
 農業近代化資金（P5）
 （公庫）スーパーＬ資金（P7）



期限 10年【特認15年】

・日本政策金融公庫福島支店農林水産事業（024-521-3328）　

長期運転資金、
施設資金、

主業農業者

公

庫

資

金

・ＪＡ、銀行など各融資機関

【問合先】

貸付限度額

営農に係る負債の限度内

営農に係る負債
整理

主業農業者

負
債
整
理

民

間

資

金

（据置 ３年【特認3年】）

施
設
復
旧
等

農　業　者

認定農業者等

貸付限度額

個人　1,800万円

認定農業者等

法人・集落営農組織　　5億円

施設資金、
長期運転資金、

④貸付契約の際の印紙税が免除されます。

経営体育成強化資金

個人　1.5億円

施

設

復

旧

等

貸付限度額

施設資金、
長期運転資金、 （据置 10年→13年）

法人　 　2億円

農業近代化資金

農業経営負担軽減
支援資金

セーフティネット資金

万円
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期限 15年→18年

（据置 3年→6年）

期限 25年→28年

期限 25年→28年

（据置 3年→6年）

期限 15年→18年

（据置 7年→10年）

災害復旧の中長
期の運転資金

施設等の修理

貸付限度額を

負担額の80％又は１施設あたり600

↓

個人・農業参入法人　1.5億円

貸付限度額

1,200万円又は年間経営費の12/12

に拡充

負担額の100％又は１施設あたり

法人　　5億円

農林漁業施設資金
（災害復旧）

スーパーＬ資金等

対 象 者

600万円又は年間経営費の3/12

資金使途

↓

備 考

期限 10年→13年

償還期限・据置期間

農業経営再建のための農業金融支援について

主業農業者

■■■今回の東日本大震災により被害を受けた方（被災したことの証明を受けた方）に対する
　　　　　　　　　　　　　　　　　制度資金の融通について、特例措置が講じられます■■■

※地震・津波による直接又は間接被害を受けた方については

①最長18年無利子となります。

③農業信用保証協会の保証料の免除制度もあります。

②公庫資金及び農業近代化資金は実質的に無担保、無保証人となります。

1,200万円に拡充

資 金 名

緊
急
運
転

（
中
長
期
）

貸付限度額を

（据置 3年→6年）



　東日本大震災により被害を受けた農業者等の農業経営の維持安定を図るため、農家経営安定
資金を融通します。

※　融資機関及び農業信用基金協会の審査で決定されますので、ご希望に添いかねる場合がありますことをご了承ください。
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農家経営安定資金　東日本大震災農業経営対策特別資金

①平成23年東北地方太平洋沖
地震による地震・津波の被害
を受けた農業者等に融通する
資金
（東北地方太平洋沖地震対策資
金）

②　平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響
を受けている農業者等に融通する資金

次のいずれかに該当する農業者等へのつ
なぎ資金として融通する資金
(ｱ)警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準
備区域、その他原発事故により行政機関から避
難を勧奨された区域又は地点に居住していた農
業者等
(ｲ)作付制限又は出荷制限された農畜産物、並
びに組合等の決定により自粛する農畜産物を生
産していた農業者等

　　　（農家経済維持支援資金）

事故に伴う出荷制
限の指示や出荷自
粛、風評被害等に
より農家収入が減
少した農業者等に
融通する資金
（原発事故対策緊
急支援資金）

対象経費

〈東北地方太平洋沖地震対策資金〉

　施設等の復旧費及び営農のた
め必要とする運転資金

　〈農家経済維持支援資金〉
農家経済の維持に必要な資
金

〈原発事故対策緊急支援資金〉

　営農のため当面緊急に必
要な運転資金

貸付限度

〈東北地方太平洋沖地震対策資金〉

               500万円

　〈農家経済維持支援資金〉

           200万円

〈原発事故対策緊急支援資金〉

　個人　　　　1,000万円
　法人・団体　1,200万円

貸付利率

〈東北地方太平洋沖地震対策資金・原発事故対策緊急支援資金〉

　　　　１．２％以内（農協取扱いにあっては無利子）

〈農家経済維持支援資金〉

　無利子

償還期

〈東北地方太平洋沖地震対策資金〉

               １０年以内
        （うち据置３年以内）

　〈農家経済維持支援資金〉
             ５年以内
    （うち据置３年以内）

※　原発事故対策緊急支援資金については、債務延滞者等を対象に無担保・無保証人で保証引受を行う、福島県農業信用基金協会が実施する農業経
営復旧対策特別保証事業（国事業）による債務保証の利用も可能です。この場合の貸付限度額については、損害賠償請求額の１／２又は農家経営安
定資金の貸付限度額のいずれか低い額となります（なお、保証料率は年０．３５％となります）。

福島県農業信用基金協会の保証制度が御利用いただけます。
１) 保証料率

2)　保証割合　　　100%
3)　担保・保証人

　　　各農協、銀行、信用金庫等の本店及び支店
※融資機関によって一部取り扱っていない資金もございます。

取扱融資機関

〈東北地方太平洋沖地震対策資金・原発事故対策緊急支援資金・肉用牛経営緊急支援資金〉

　　　　　　　　　　　　　　　　0.29%
〈農家経済維持支援資金〉

　　　　0.27%

・個　　人：原則無担保・無保証人
・任意団体：任意団体と構成員全員の連帯債務により無担保・無保証人
・法　　人：役員個人連帯保証により無担保

資金種別

事故に伴う肉用牛
の出荷制限の指示
を受けたことによ
り農業経営に影響
を受けている農業
者等に融通する資
金
（肉用牛経営緊急
支援資金）

〈肉用牛経営緊急支援資金〉

　個人　　　５,000万円
　法人・団体　　  1億円

〈肉用牛経営緊急支援資金〉

無利子

〈原発事故対策緊急支援資金〉

　         １０年以内
     （うち据置３年以内）

〈肉用牛経営緊急支援資金〉

           １０年以内
    （うち据置３年以内）

〈肉用牛経営緊急支援資金〉

　営農のため当面緊急に必
要な運転資金



　

新たに農業を始める方等を支援するための無利子の資金です。　

償　還　期　間
（うち据置期間）

　新規参入するための就農先の調査、住居
移転等就農準備に要する資金

 農業大学校や先進農家等で教育・研修を受
けるための資金

資 金 の 種 類

（就農施設等資金のみ）
「農業信用基金協会の債務
保証」利用可能
　保証料(年)　 0.35%

貸 付 限 度 額

青年     　　　12(4)
うち指導研修   12(1)
中高年齢者　　  7(2)

青年(*)　 3,700万円
  (ただし、2,800万円を超える額については
 事業費の1/2以内)
中高年齢者(*)2,700万円
  (ただし、1,800万円を超える額については
 事業費の1/2以内)(＊経営開始後５年間)

農業大学校等
先進農家等
海外農業研修
指導研修

資 金 の 使 途

年以内
　次に該当する農
業者又は農業者の
組織する団体

・認定農業者

・認定就農者

・集落営農組織

・その他一定の要
件を満たす農業者

・エコファーマー

・農商工連携事業
計画の認定を受け
た中小企業者で一
定の要件を満たす
者

就 農 研 修 資 金

１ 新たな農業部門の経営の開始

　（新規の作物・家畜等を導入し、

従来取り扱っていない作目区分へ進

出する場合）

２ 新たな加工の事業の経営の開始

　（自ら生産した農畜産物を主原料

とした加工の事業を新たに開始する

場合及び既に加工の事業に取り組ん

でいた方が従来の技術・経営ノウハ

ウで対応できない新しい加工の事業

を開始する場合）

３　農畜産物又はその加工品の新た

な生産方式の導入

　（先駆的な技術で、品質・収量の

向上及びコスト・労働力の削減ある

いは環境の保全に資するものを導入

する場合）

４　農畜産物又はその加工品の新た

な販売方式の導入

　（自ら生産した農畜産物又はこれ

を主原料とする加工品について、従

来の技術・経営ノウハウで対応でき

ない新しい販売の方式を導入する場

合）

  本書P.10(最終頁）に、「農業改

良措置の具体例」を掲載しておりま

すので、併せてご覧ください。

　個人
　　5,000万円

　法人又は団体
　　1億5,000万円

（認定農業者以外の方が借
り受けようとする場合は、
必要な経費の額の８割に相
当する額と上記の額のいず
れか低い額が限度額となり
ます。）

　5万円
 15万円
15万円
200万円

資 金 の 使 途

　農業改良資金は、農業の担い手が自らの創意工夫により新作物や新技術を導入する場合又は農畜産物の加工を始めるといった農業者の意欲
的なチャレンジを支援する無利子の資金です。
　この資金の貸付けと併せて、農林事務所農業振興普及部又は農業普及所が農業者の方に必要な技術、経営等の支援を行うことにより、農業
経営改善をお手伝いします。

１ 施設（農機具、加工用機械等を含

む）の改良、造成又は取得

２ 永年性植物の植栽又は育成

３ 家畜の購入又は育成

４ 農地又は採草放牧地の排水改良、

土壌改良その他作付条件整備

５ 農地又は採草放牧地の賃借権等の

権利取得の場合の権利金支払い又は

存続期間に対する対価全額一時払い

６ 農機具、運搬用機具等の賃借権取

得の場合の借賃全額一時払い

７ 能率的技術、経営方法習得のため

の研修

８ 品種の転換

９ 農畜産物の需要開拓のための調

査、開発、通信情報処理機材取得

10 営業権、商標権、研究開発等の費

用

11 ｱ　農業経営の改善に必要な農薬

費、資材費（種苗費、肥料代、燃料

費等）、雇用労賃、機械・施設修理

費等の初度的経費

   ｲ　農作業を受託する場合

【取扱機関：福島県青年農業者等育成センター、農協等】

年以内

　　　10(3)
①特定地域（条件
不利地域）におい
て借り受ける場合
　　　12(5)
②持続農業法に基
づく資金を借り受
ける場合
　　　12(3)
③認定就農計画に
従って新たに就農
しようとする青年
等をその営む農業
に就業させるのに
必要とする資金を
借り受ける場合
　　　12(5)
④農商工連携事業
計画の認定事業者
が計画に基づいて
借り受ける場合
　　　12(5)
⑤バイオ燃料法の
生産製造連携事業
計画の認定事業者
が計画に基づいて
借り受ける場合
　　　12(3)

※東日本大震災の
被害を受けた一定
の条件を満たす農
業者等は、償還期
間及び据置期間が
それぞれ３年間延
長されます。

月額
月額
月額

就農支援資金（無利子）

農 業 改 良 措 置 の 内 容

 （注）平成22年10月1日～ 【取扱機関：㈱日本政策金融公庫福島支店農林水産事業】

農業改良資金（無利子）

(1) 資金の使途の欄中、8については認定農業者又は集落営農組織のみが、9及び10については認定農業者のみが、11ｱについては認定農業者、
集落営農組織又はエコファーマーのみが対象となります。
(2) 農作業を受託する場合は、農地保有合理化担い手育成地域推進事業実施要領（平成19年３月30日付け18経営第7333号農林水産事務次官依
命通知）に基づき基幹的農作業を受託する旨の契約を結び、その受託期間の受託料相当額を貸し付けるものに限ります。
(3) 集落営農組織が借入を行う場合には、経営改善資金計画について市町村特別融資制度推進会議の認定を受ける必要があります。

貸 付 対 象 者 貸 付 限 度 額償 還 期 間
（うち据置期間）

　農業経営を開始する際に必要な機械、施
設、又は資材の購入等に要する資金

(1) 貸付を受けるには、就農計画を作成して県の認定（認定就農者）を受ける必要があります。
(2) 就農支援資金は青年の場合15歳以上40歳未満、中高年齢者の場合40歳以上65歳未満の方が対象となります。
(3) 農協等が取り扱うのは、就農施設等資金のみになります。
(4) 東日本大震災の被害を受けた一定の条件を満たす農業者等は、償還期間及び据置期間がそれぞれ３年間延長されます。

青年　　　　　 12(4)
中高年齢者　　  7(2)

　　　　 　　　12(5)

200万円

就 農 施 設 等 資 金

就 農 準 備 資 金
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年 ％

15(3)

 「農業信用基金協会の債務保証」利用可能
  保証料(年) 無担保・無保証人の場合
                            0.40%
　　　　      〃 のうち特例 0.32%
             有担保の場合   0.25%
(法人=役員個人連帯保証、その他保証金額制限有)

　　《貸付対象者》
[個人利用]
認定農業者
認定就農者
その他の一定の要件を
満たす農業者（集落営
農組織を含む、注４）

[共同利用]
原則５年以内に認定農
業者となる計画を有す
る農業を営む法人
農協、土地改良区、共
同利用事業を行う団体
等

　　《融資率》
総事業費の80%以内
（補助金が交付される
場合は総事業費から当
該補助金額を差し引い
た額の80%以内）

15(7)
0.55～1.15％

（認定農業者・集落営
農組織に係る融資率の
特例を受ける場合、
100％の融資率となりま
す。）
（注2.5）

10(2)

の特例利率が適
用されます。
（限度額:個人
1,800万円、法人
3,600万円）

18(5)

7(2)

7(2)

②さらに、
H23.4.1～
H24.3.31に利子
補給承認を受け
た場合、一定条
件の下、貸付当
初５年間に限
り、最大2.0％の
引下げ（実質無
利子化）となり
ます。
（500万円を超え
る貸付で、個人
1,800万円、法人
3,600円の貸付に
限る。また、国
庫補助残融資は
対象外。）
　なお、融資枠
に制限がありま
す。

10(5)
7(2)

15(7)

15(3)

20(3)

（３号資金）

その他一定の要件
を満たす農業者

その他一定の要件
を満たす農業者

15(7)

貸付限度額

【取扱機関：農協、銀行等】

24年1月27日現在
貸付利率

[個人利用]

個人

　 1,800万円

法人

　 　　2億円

農業参入法人

　1億5千万円

1.30

注(2)

[認定農業者の特
例]
①償還期間に応
じ

償還期間
（うち据置期間） 注(1)資金の種類 備 考

（１号資金）

農 業 近 代 化 資 金

個人利用

利用形態

農業者等が農業経営の展開を図るのに必要な長期で低利な資金です。

資 金 の 使 途

年以内

(農機具のみの場合)

認定農業者
認定就農者

その他一定の要件
を満たす農業者

15(3)

認定農業者
認定就農者

15(7)

10(5)

17(5)

7(2)

家 畜 購 入
育 成 資 金

7(2)

(農機具のみの場合)

15(7)

17(7)

20(3)

　乳牛その他の家畜の購入、育成
個人利用

認定農業者
認定就農者

　果樹、多年生草本、桑、花木そ
の他永年性植物の植栽、育成
（その他永年性植物の植栽、育成
は認定農業者及び集落営農組織等
のみ）

施 設 等 資 金

15(3)

（２号資金）

小 土 地
改 良 資 金

共同利用

個人利用

　畜舎、果樹棚、農機具その他農
産物の生産、流通、加工に必要な
施設の改良、造成、復旧、取得
（復旧に必要な資金は、認定農業
者及び集落営農組織等のみ）

その他一定の要件
を満たす農業者

認定農業者
認定就農者

果 樹 等 植 栽
育 成 資 金

（４号資金）

15(3)（５号資金）

農 村 環 境
整 備 資 金
（６号資金）

長期運転資金

　給排水施設の改良、造成、取得
その他一定の要件
を満たす農業者

　診療施設その他の農村における
環境の整備のために必要な施設の
改良、造成、取得

個人利用

　農業経営の規模拡大、その他農
業経営の改善に必要な長期運転資
金
1 農地又は採草放牧地の賃借権等
の権利取得の場合の権利金支払い
又は存続期間に対する対価全額一
時払い
2 農機具、運搬用機具等の賃借権
取得の場合の借賃全額一時払い
3 能率的技術、経営方法習得のた
めの研修
4 品種の転換
5 農畜産物の需要開拓のための調
査、開発、通信・情報処理機材取
得
6 営業権、商標権、研究開発等の
費用
7 農業経営を法人化するため又は
農業者が構成員として法人に参加
するための経費
8 農業経営の規模の拡大、生産方
式の合理化等農業経営の改善に
とって必要な農薬費、その他の費
用

　事業費1,800万円を超えない規
模の農地、牧野の改良、造成、復
旧
（復旧に必要な資金は、認定農業
者及び集落営農組織等のみ）

個人利用 認定農業者
認定就農者
その他一定の要件
を満たす農業者

17(5)

共同利用

15(7)

共同利用

15(7)

15(3)

共同利用

個人利用
その他一定の要件
を満たす農業者

個人利用

共同利用

認定農業者
認定就農者

その他一定の要件
を満たす農業者

個人利用

認定農業者

認定農業者大臣特認資金 15(7)

認定農業者

共同利用

　特定農家住宅の改良、造成、取
得

　内水面養殖施設の改良、造成、
取得 その他一定の要件

を満たす農業者

15(3)

15(3)

（７号資金）
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注(1) 償還期限の欄の認定就農者は、経営開始後５年以内であり知事の承認を受けた認定就農計画に従って資金を利用する人が対象となりま
　　す。
注(2) 認定農業者の特例を受けるためには、経営改善資金計画について市町村特別融資制度推進会議の認定を受ける必要があります。
注(3) 長期運転資金(5号資金)の資金使途、３から６については、認定農業者等（認定農業者及び認定を受けた法人の構成員又は構成員になろ
　　うとする者）のみが、７から８については、認定農業者等、集落営農組織及び集落営農組織が法人化するときにその構成員になろうとす
　　る者のみが対象となります。また、２については認定農業者及び集落営農組織以外の者に対する貸付けにあっては、農機具及び運搬用器
　　具に限り対象となります。
注(4) 集落営農組織が借入を行う場合には、経営改善資金計画について市町村特別融資制度推進会議の認定を受ける必要があります。
注(5) 集落営農組織等の融資率の特例は、借入残高が3,600万円までの借入に限ります。

15(7)



年 ％

年 ％

年 ％

※【東日本大震災農業経営対策特別資金】

5(1)

償還期間
(うち据置期間)

7(1)
運転資金
3(なし)

　　３頁をご覧ください。

補助事業の分担金額
又は

補助事業の補助残負担
額

貸付限度額

当座貸越、手形貸
付（設定した極度
額の範囲内で１年
以内に随時借り入
れて随時返済す
る）及び証書貸付

注(1) この資金を利用できる期間は、認定を受けた農業経営改善計画の実施期間内で原則５年間です。

  「農業信用基金協会の債務保証」利用可能
   保証料(年)  無担保・無保証人の場合   0.50%
               有担保の場合  　         0.30%
  （法人=役員個人連帯保証、その他保証金額制限有）

-6-

24年1月27日現在
貸付利率

10(3)
特認
15(3)
注(1)

　農業経営の規模拡大、資本装備の高度化等農業経営の
改善に必要な資金

1.00

資 金 の 使 途 事業実施期間

青 年 農 業 者
育 成 資 金

7(1)

【取扱機関：農協、銀行等】

500万円
運転資金
300万円

1.30

これからの本県
農業を担う青年
農業者

1.30

県単独の資金で、主に他の制度資金で対象にならないものが対象となります。

5(1)

【取扱機関：農協、銀行等】

300万円

農家経営安定資金（福島県独自の制度）

償還期間
(うち据置期間)

農協等が融通する認定農業者のための短期運転資金です。

1.30

貸付対象者

農業を営む
個人・団体

　「産地生産力強化総合支援事業実施要領」に基づく事
業を実施するために必要な資金経営支援資金

農 業 経 営
高 度 化 資 金

「農業信用基金協会の債務保証」利用可能
保証料(年)  無担保・無保証人の場合   0.85%
            有担保の場合             0.50%
（個人＝原則として物的担保とし、必要により連帯保証人も
徴求。法人=役員個人連帯保証と物的担保を徴求。その他保証
金額制限有）

「農業信用基金協会の債務保証」利用可能（負債整理資金を
除く）
 保証料(年)　有担保  0.35%（ただし、災害資金については
0.29%、法人=役員個人連帯保証、その他各資金残高通算500万
円まで（小災害資金にあっては貸付限度額まで）無担保無保
証人制度有）

新スーパーＳ資金（農業経営改善促進資金）

10(3)
運転資金
3(なし)

1.30

24年1月27日現在
貸付利率

1.30

既往債務の負担を軽減するための借換資金です。

注(1) 特認は既往債務の年間償還額等からみて、特に必要と認められる場合に適用されます。

　中山間地域の農業経営の維持・安定に必要な施設・機
械資材の購入に必要な資金

資 金 の 使 途

農業を営む
個人・団体

　営農に必要な資金を借り受けたために生じた負債を借
換えるのに必要な資金

農業を営む
個人・団体

負債整理資金

　天災等により被害を受けた農業者等の農業経営の維持
安定を図るために必要な資金

制限なし

年以内

500万円

0.80

年以内

資 金 の 使 途

農業経営改善計画の達成に必要な運転資金
（次の具体例のとおり）
○種苗代、肥料代、飼料代、雇用労賃等の直接的現金経費
○肉用素畜、中小家畜等の購入費

○小農具等営農用備品、消耗品等の購入費

○営農用施設・機械の修繕費

○地代（賃借料）及び営農用施設・機械のリース・レンタル料

○生産技術、経営管理技術の修得費

○市場開拓費、販売促進費等

24年1月27日現在
貸付利率

  経営基盤の弱い青年農業者を地域農業を担う中核農業
者へ育成するために必要な資金

年以内

農 業 経 営 負 担 軽 減 支 援 資 金

中 山 間 地 域
経営維持資金

【取扱機関：農協、銀行等】

償還期間
(うち据置期間)

1.50

貸 付 限 度 額

貸付限度額

〜

農業を営む
個人・団体 6(1) 300万円

※原発事故対策緊急支援資金の取扱期間は平成24年3月末までです。

小 災 害 資 金

　営農に必要な資金を借り受けたために生じた負債の借換え（主な取扱い
は次のとおり）
○国の制度資金（農業近代化資金、㈱日本政策金融公庫資金等）は貸付利
率が5％を超えるものが対象となる。
○県単制度資金（農家経営安定資金等）は貸付利率に関係なく対象とな
る。
○営農に関係ない負債や営農に関係あるかどうか不明な負債は対象となら
ない。
○買掛未払金等の負債は対象とならないが、証書貸付に切り換えた場合は
対象となる。

資金の種類

500万円

平成13年度

　 個人  　　   500万円
　 法人  　　 2,000万円
（畜産又は施設園芸を含む経営
の場合は、それぞれの３倍とな
る）

農業を営む
個人・団体



年 ％

年 ％

スーパーＬ資金（農業経営基盤強化資金）

農業を営む
個人、農業
生産法人・
集落営農組
織・農業参
入法人

年以内

　集会施設、簡易給排水施設等の整備

資 金 の 使 途

1.15

㈱日本政策金融公庫資金（１）

農 林 漁 業
セ ー フ テ ィ
ネ ッ ト 資 金

  効率的かつ安定的な農業経営が農業生産
の相当部分を担う農業構造の確立をするた
めの資金
①前向き投資資金
　農地、牧野の改良や造成、農地等の取得
（利用権含む）、農機具等の借賃全額一時
払、果樹等の植栽等、家畜の購入育成等、
農産物の加工、流通、販売等に必要な施設
  ・機械等の取得等
②償還負担軽減資金
ア　再建整備資金
　既存営農負債（制度資金を除く）の整理
及び経営再建整備資金
イ　償還円滑化資金
  制度資金等の償還金の円滑な支払いに必
要な資金

 2億7千万円まで

貸 付 限 度 額資 金 の 使 途

1.40

大企業以外

一定の要件
を満たす農
業者

　中山間地域の農林水産物を原材料等とし
て使用する製造、加工、販売を行う事業で
あって、新商品、新技術の研究開発や利
用、需要の開拓、事業の提携に必要な施設
の整備、試験研究費、特許権取得費等

貸付対象者

 2億7千万円超

大企業以外

注(1) 実質無利子化は、市町村（県の補助を含む）の利子助成を受けた場合となります。
注(2) 特認は次のいずれかに該当する場合に適用されます。
      ・経営が複数部門にわたるか、経営部門を増やす計画のある場合
      ・主たる従事者を複数有するか、複数となる計画のある場合
      ・相当の規模拡大を行うことにより地域の担い手となる場合
注(3) ３名を超える常時従事者１名につき5千万円を加えることができます。ただし、目標売上額の２倍に相当する額か10億円のいずれか低い
額となります。

注(1)

【取扱機関：㈱日本政策金融公庫福島
支店農林水産事業、農協、銀行等】

個人　１億5千万円
　　　（特認3億円）　注(2)
法人　　　　5億円　　注(3)

 うち、負債の整理に利用す
る場合 の貸付限度額は、
 個人　　3,000万円
　（特認6,000万円）
 法人　　　　1億円

　

農業経営改善計画の達成に必要な
すべての資金
（次の具体例のとおり）
○農地等の取得、改良等
○農業経営用施設・機械等の取
得、改良、造成
○農産物の加工処理・流通販売施
設・観光農業施設等の取得、改
良、造成
○借地権、機械等の利用権その他
無形固定資産の取得等
○家畜、果樹の導入
○長期運転資金
○負債の整理（制度資金は除く）

借受方法が転貸の場合のみ
  「農業信用基金協会の債
務保証」利用可能
保証料(年)
無担保・無保証人の場合
　　　　　　　　0.40%
     〃 　のうち特例
　　　　　　　　0.34%
有担保の場合　  0.25%
 （法人=役員個人連帯保
証、その他保証金額制限
有）

財政融資資金を原資とした、農業者等の生産力の維持増進等に資するための長期で低利な資金です。

注.大企業及び中小企業10
年未満の貸付の一部は廃止

  体験農園、林間キャンプ場等の整備 1.40
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償還期間
(うち据置期間)

1.30

生産環境
施設整備
資金

24年1月27日現在
貸付利率資金の種類

0.55～0.75

経 営 体 育 成
強 化 資 金

 2億7千万円超

1.30

保健機能
増進施設
整備資金

25(8)

中
山
間
地
域
活
性
化
資
金

次の(1)(2)の合計額で、以下の限度
内
 個人・農業参入法人
　　　　　　　　1億5千万円
 法人・集落営農組織
　　　 　　　　 5億円
(1)前向き投資資金
    融資率80％
(2)償還負担軽減資金
 再建整備資金
  個人1,000万円
 (特認1,750万円 特定2,500万円)
  法人4,000万円
 償還円滑化資金
　認定後５年間（特認10年間）に
償還する制度資金の元利金の合計

加工流通
施設整備
資金

貸付対象者＝中山間地域内で事業を行う農林漁業者や中山間地域の農林水産物を取り扱う会社等

注.大企業及び中小企業10
年未満の貸付の一部は廃止

1.15

24年1月27日現在
貸付利率 貸 付 限 度 額

0.55～1.30

年以内

償還期間
(うち据置期間)

㈱日本政策金融公庫資金で、認定農業者のための長期低利資金です。
【取扱機関：㈱日本政策金融公庫福島
支店農林水産事業、農協、銀行等】

借受方法が転貸の場合のみ利用可能
①農業を営む者
保証料(年)
無担保・無保証人の場合   0.40%
          〃のうち特例   0.34%
有担保の場合             0.25%
（法人=役員個人連帯保証、その他保
証金額制限有）
②その他　　             0.34%

債 務 保 証

15(3)

25(3)

600万円

限度なし

　なお、H23.4.1～H24.3.31までに貸付決定され
た場合、一定条件の下、貸付当初５年間に限り、
最大2.0％の引下げ（実質無利子化）となりま
す。（500万円を超える貸付で、個人１億円・法
人は３億円までの貸付に限る。）
　「負債の整理、円滑化融資（無担保・無保
証）、国庫補助残融資など」は対象外です。

25(10)

  不慮の災害、経営環境の変化等に対し、
農業経営を維持・安定するための資金
①災害により被害を受けた農業経営の再建
に必要な資金
②法令に基づく処分又は行政指導により経
済的損失を受けた農業経営の維持安定に必
要な資金
③社会的又は経済的環境の変化その他の農
業者の責めに帰すことができない事由によ
り、一定の経営状況になっている農業経営
の維持安定に必要な資金

10(3)

 2億7千万円まで
15(3)

（簿記記帳を行っており、農林漁業
経営の規模等から貸付限度額の引上
げが必要であると認められる場合、
経営規模に応じて増額することがで
きる）



年 ％

　

　

1.45

融資率　80％

25(10)

無利子

20

賃借料等
一括支払
等の場合
15

1.30

1.30

非補助
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振 興 山 村 ・
過 疎 地 域
経営改善資金

　融資率80％（特認90％）
　　個人　3,500万円
　（特認1億2,000万円）
　　法人　7,000万円
  （特認4億円)

①処理高度化施設の改良、造成、取得
②処理高度化施設の賃借料、利用料
③法人への参加に必要となる処理高度化施
設の取得（現物出資）又は出資
　※処理高度化施設：畜舎、たい肥舎、サ
イロ、家畜用水施設、牧さく、排水施設、
農産物処理加工施設、農産物保管貯蔵施
設、農機具保管修理施設、ふ卵育すう施
設、家畜管理所、畜産環境保全林、畜産物
搬出入道路、未利用資源活用施設、農機具
及び運搬用器具

対象事業の年度事業費の10％相当額
又は当該年度負担額の6分の5相当額
のいずれか低い額

県　営

農業を営む
個人・法
人、農協、
共同利用事
業を行う団
体等

資金の種類

（共同利用）

㈱日本政策金融公庫資金（２）

(1) 特認、特定及び特例は、一定要件に該当した場合等に貸付の限度額が引き上げられます。
(2) ㈱日本政策金融公庫資金の貸付けは、金融公庫が直接貸付けを行う「直貸」、銀行等に業務委託を行っている「委託貸」、農協等を経由
して貸付を行う「転貸」があり、資金ごとに貸付方法が定まっています。
　 なお、農協転貸の場合は福島県農業信用基金協会の債務保証を受けることができます。
  〔保証料　①農業を営む者→（年)無担保・無保証人の場合=0.40%  有担保の場合=0.25％,法人=役員個人連帯保証、その他保証金額制限有
            ②その他→0.34%〕
(3) 経営体育成強化資金については、農業参入法人・集落営農組織等が借入を行う場合には、経営改善資金計画について市町村特別融資制度
推進会議の認定を受ける必要があります。

農業協同組
合、農業協
同組合連合
会、畜産業
を営む者が
組織する法
人若しくは
団体（県知
事より共同
利用施設整
備計画の認
定を受け
る）

農業を営む
個人、土地
改良区、農
業者の組織
する法人・
団体等

担 い 手 育 成
農地集積資金

共

同

利

用

畜
産
経
営
環
境
調
和
推
進
資
金

非補助

1.30

畜産業を営
む（県知事
より処理高
度化施設整
備計画の認
定を受け
る）

畜
産
業
を
営
む
者

農 林 漁 業
施 設 資 金

農 業 基 盤
整 備 資 金

農業等を営
む個人・法
人等

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促
進に必要な共同利用施設・機具の改良、造
成、取得

共同利用施設
　農産物の生産、流通、加工、販売に必要
な共同利用施設及びその他共同利用施設の
改良、造成、復旧又は取得

農舎、畜舎、農産物加工処理施設、保管貯
蔵施設、直売施設、農機具等の復旧、果樹
の改植又は補植

土地改良
区、農協等

農業等を営
む者

　農機具、建物等の取得や改良、果樹、桑
等の植栽や育成、繁殖牛や乳牛等の購入、
特用林産物（しいたけ、なめこ等）関係機
械・施設の取得等（振興山村・過疎地域内
での事業に限る）

資 金 の 使 途 貸付対象者

農業を営む
個人・法
人、土地改
良区、農協
等の担い手
育成農地集
積事業とし
て採択され
たもの

主務大臣指定施設
　農舎、畜舎（環境保全施設含む）、農作
物育成管理用施設、農機具等の取得、改
良、造成等

  担い手育成農地集積事業による農地、牧
野の改良、造成（農業基盤整備資金と併せ
て借入れる場合に限る）

１　農地、牧野の改良・造成事業
　①　ほ場整備・開畑・埋立・干拓・草地
    造成・優良牧草の導入等
　②　かんがい排水施設・農道・牧野等の
    保全利用上必要な施設の改良、造成
２　災害復旧事業
　  農地・牧野又はその保全利用上必要な
  施設の災害復旧
３　調査設計等
　①調査設計
　②換地設計
　③団体営地形作成
　④災害復旧事業計画概要等作成

24年1月27日現在
貸付利率

1.30

1.30
一　般

2.45

1.45補　助

1.30

0.55～1.30

貸 付 限 度 額

補　助

0.55～1.30

25(8)

一般　限定なし
環境保全（非補助）
　個人3,500万円 法人7,000万円
  融資率はいずれも80％

非補助

20(3)

災害復旧

対象事業の当該年度地元負担額

ただし、最低限度額は1件当たり50万
円

補　助

団体営 1.30

1.30

15(3)
負担額の80％

15(3)
 一部
10(3)

又は300万円 （特認600万円）

年以内

償還期間
(うち据置期間)

融資率　80％

補助事業　 限度なし
非補助事業
　個人1,300万円
　法人5,200万円（特例1億円
              又は3～5億円）
  融資率はいずれも80％

【取扱機関：㈱日本政策金融公庫福島
支店農林水産事業、農協、銀行等】



《福島県青年農業者等育成センター（福島県農業振興公社内）》
        　　℡０２４－５２１－９８４８

《㈱日本政策金融公庫福島支店農林水産事業》
　　　　　　℡０２４－５２１－３３２８
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.jfc.go.jp

《福島県農業信用基金協会》
業  務  部  ℡０２４－５５４－３２２５

《福島県経営改善支援センター（福島県農業会議内）》
        　　℡ ０２４－５２４－１２０１

《福島県農業支援総室》
金融共済室　℡０２４－５２１－７３４９
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ
http://www.pref.fukushima.jp/keieishien/kinyuukyousai/index.htm

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
kinyuukyousai@pref.fukushima.jp

　農業制度金融は、国、県、市町村からの補助金により支援さ
れていますので、次のような行為は行わないでください。禁止
されている行為を行った場合や、義務づけられている行為を
怠った場合は、融資した資金や補助金を返還して頂くことがあ
りますので、ご注意ください。
１　目的外使用の禁止
    農業制度資金は、申請されたときに提出された事業内容につい
て審査・決定しますので、融資した後、原則として事業内容を変更
することは出来ません。
２　事前着工の禁止
    農業制度資金はこれから行おうとする事業に融資する資金です
ので、利子補給承認日又は貸付実行日の前に行っている事業や既に
完了している事業に対しては、使用できません。
◆貸付利率について
　国・県・市町村が利子補給を行うことなどにより、低利になって
います。
　各資金ごとに記載してある利率は、金利情勢に応じて改正されま
すので注意してください。
◆償還期間等について
　償還期間は、資金ごとに対象となる機械・施設の減価償却期間な
どを基に決めることになります。一般的に長期で有利になっていま
すので、据置期間を上手に利用して、無理のない返済計画を立てて
ください。
　なお、毎年の償還回数や償還日が制限されている場合もあります
ので注意してください。
　償還方法は、元金均等償還（元金の償還額を毎回均等にする方
法）と元利均等償還（元金と利息を合わせた償還額を毎回均等にす
る方法）がありますが、利用できる方法が決まっている資金もあり
ます。
◆貸付限度額について
　事業に必要な経費の全額を借りられる資金と事業費の一定割合
（80％が多い）が限度になる資金がありますが、経営規模等から見
て投資できる適切な範囲を超えないよう事業計画を検討してくださ
い。
　事業費の全額を借りられるときでも自己資金に余裕がある場合
は、自己資金を使ってなるべく負債を少なくすることが大切です。
◆借入れ手続きについて
　資金ごとに借入れ手続きが異なりますが、主な手続きは次のとお
りです。
【農業近代化資金】
　県と利子補給契約を締結している農協等の融資機関へ借入希望申
込書、借入申込書及び経営改善資金計画書を提出し、融資機関から
農林事務所に利子補給承認申込書を提出していただきます。
　なお、認定農業者の方が特例措置（貸付利率及び融資率）を受け
る場合は、経営改善資金計画について、市町村特別融資制度推進会
議の認定を受ける必要があります。

【農家経営安定資金・農業経営負担軽減支援資金】
　県と利子補給契約を締結している農協等の融資機関へ借入申込書
を提出し、融資機関から農林事務所に利子補給承認申込書を提出し
ていただきます。
　なお、農業経営負担軽減支援資金については、あらかじめ経営改
善計画書を作成して、農林事務所が主催する経営診断会議の経営診
断を受ける必要があります。
【㈱日本政策金融公庫資金】
  ㈱日本政策金融公庫福島支店農林水産事業又は公庫資金の取扱い
を行っている農協等の融資機関へ借入申込書を提出していただきま
す。
　なお、経営体育成強化資金で負債整理を含まない場合は、借入申
込書提出時に経営改善資金計画を併せて提出していただくこととな
ります。
　また、経営体育成強化資金で負債整理を含む場合については、あ
らかじめ経営改善計画書を作成して、農林事務所が主催する経営診
断会議の経営診断を受ける必要があります。
【農業経営基盤強化資金】
　 ㈱日本政策金融公庫福島支店農林水産事業又は公庫資金の取扱
いを行っている農協等の融資機関へ借入希望申込書、借入申込書及
び経営改善資金計画書を提出していただきます。
　また、経営改善資金計画について、市町村特別融資制度推進会議
の認定を受ける必要があります。
　なお、無利子化等の条件については、 ㈱日本政策金融公庫福島
支店農林水産事業にお尋ねください。
【農業経営改善促進資金】
　福島県農業信用基金協会と基本契約を締結している農協等の融資
機関へ資金利用申込書兼借入申込書を提出していただきます。
　なお、申込書について、市町村特別融資制度推進会議の認定を受
ける必要があります。
【農業改良資金】
　日本政策金融公庫福島支店農林水産事業へ借入申込希望書、貸付
資格認定申請書及び経営改善資金計画書を提出していただきます。
　なお、経営改善資金計画について、県の認定を受ける必要があり
ますが、それらの手続きは公庫を経由して行います。

　
　なお、詳しくは農協等の融資機関、市町村、市町村農業委員
会、県の農林事務所等にご相談ください。また、借入申込みから
貸付実行にいたるまで、農林事務所等の認定審査会の開催、融資
機関等による担保の設定や登記等により、１～２か月程度かかる
こともありますので、余裕を持って手続きを行ってください。

◆担保・保証人について
　資金の貸付けを行う融資機関の判断によりますので、融資機関へ
ご相談ください。
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《農林事務所農業振興普及部》
県　北　　℡０２４－５２１－７６６２
県　中　　℡０２４－９３５－１３０７
県　南　　℡０２４８－２３－１５６２
会　津　　℡０２４２－２９－５３０５
南会津　　℡０２４１－６２－５２５３
相　双　　℡０２４４－２６－１１４９
いわき　　℡０２４６－２４－６１６１

《農業普及所》
伊　達　　℡０２４－５７５－３１８１
安　達　　℡０２４３－２２－１１２７

田　村　　℡０２４７－６２－３１１３
須賀川　　℡０２４８－７５－２１８０

喜多方　　℡０２４１－２４－５７４３
会津坂下　℡０２４２－８３－２１１２

双　葉　　℡０２４０－２２－３１５４



   《福島県庁ホームページ》
   http://www.pref.fukushima.jp/
       ↓
  【総合案内の詳細項目】
   組織別案内
       ↓
   農林水産部
       ↓
   金融共済室のページ
       ↓
   農業制度金融のごあんない（パンフレット）

チャレンジ!

制 度を 活用 して

(水稲）
・水稲慣行栽培　→　水稲直播による大規模栽
培
・湛水方式の水稲直播方式の導入
・高性能コンバイン及び昇降機の導入により品
質の向上や作業面積の拡大を目指す
(野菜）
・野菜慣行栽培　→　低コスト機械化体系の導
入
・野菜慣行栽培　→　生物農薬や被覆栽培の導
入による減農薬栽培
・ロックウール栽培を導入
・イチゴの高設養液栽培システム及び棚式育苗
システムの導入
・ﾐﾆﾄﾏﾄの土耕栽培　→　隔離ベット栽培シス
テムの導入
・ｱｽﾊﾟﾗの露地栽培　→　雨よけ栽培及び養液
土耕栽培の導入
・きゅうりの露地栽培　→　防虫ネット被覆栽
培
　（花き）
・スプレーギクに養液土耕栽培技術を導入
・シクラメン等の鉢物で底面給水栽培技術を導
入
(葉たばこ）
・葉たばこの乾燥作業に温湿度コントロール装
置を導入

☆　新たな農業部門の
経営の開始
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夢をかなえよう !!

・地域内の消費者向けの直売の
開始
・インターネットを利用した直
接販売の開始
・新しくみそ加工販売を導入
・新規作物として桃を導入する
とともに、菓子加工施設を導入
・施設野菜の生産に加え、漬物
加工部門を導入
・水稲の生産に加え、おにぎ
り、混ぜご飯、ドーナツ等の加
工部門を導入

イラスト「少年の夢」
郡山市　長尾　勉
提供:郡山農学校

☆　農畜産物又はその加工品の新た
な生産方式の導入

農業改良措置の具体例

・輸入による価格下落に悩む野
菜農家
　→　花きの施設栽培を導入
・需給緩和による価格下落に悩
む稲作農家
　→　畜産に転換
・リンゴ・ナシの価格低迷に悩
む果樹農家
　→　他の樹種（モモ、ブド
ウ、オウトウ等）への転換
・キク栽培の花き農家
　→　トルコギキョウ栽培
・ｵﾘｴﾝﾀﾙﾕﾘに加え、ｱﾙｽﾄﾛﾒﾘｱを
導入
・肉用牛の繁殖・肥育経営→
一貫経営
・水稲に加え、施設野菜を 導
入
・水稲に加え、ブルーベリーを
導入
・水稲、花きに加え、野菜苗生
産も導入

（酪農）
・スタンチョン方式　→　フリーストール方式
・パイプライン方式　→　ミルキングパーラー
・パイプライン方式　→　自動搾乳システム
・飼料の分離給与方式　→　ＴＭＲによる自動給餌方式
（肉用牛）
・肉用牛早期離乳方式　→　自動ほ乳システム（ほ乳ロボッ
ト）

・ブドウのジャム加工
　 →　ワイン製造開始
・酪農法人が直売から農家レ
ストラン等を開始
・果樹農家の直売
 　→　観光周年果樹園

☆　農畜産物又はそ
の加工品の新たな販
売方式の導入

　本書P.2に記載の農業改良資金について、「農業改良措置の具体例」を掲載しておりますので、併せてご覧ください。
（なお、「具体例」は参考例であり、必ずしもこれに限定されません。）

チャレンジ!

☆　新たな加工の事業
の経営の開始

最新版のパンフレットをホームページに掲載しています。


